
議案第 ６８ 号 

 

三条市、燕市、加茂市、田上町及び弥彦村並びに新潟県三条・燕 

総合グラウンド施設組合における公の施設の利用について 

 

 地方自治法(昭和２２年法律第６７号)第２４４条の３第２項の規定により、

次のとおり三条市、燕市、加茂市、田上町及び弥彦村並びに新潟県三条・燕

総合グラウンド施設組合の公の施設をそれぞれの住民の利用に供するものと

する。 

 

              令和 元 年１２月１０日 提 出      

                 燕 市 長  鈴 木   力    
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   三条市、燕市、加茂市、田上町及び弥彦村並びに新潟県三条・燕総合グラウンド施設組

合の公の施設の相互利用に関する協定 

 

 

 三条市、燕市、加茂市、田上町及び弥彦村並びに新潟県三条・燕総合グラウンド施設組合（

以下「関係市町村等」という。）は、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 244 条の３第２

項の規定に基づき、公の施設の相互利用に関し、次のとおり協定を締結する。 

 

 （趣旨） 

第１条 この協定は、公の施設の相互利用を実施することにより、関係市町村等の住民の生涯

学習及びスポーツ振興の場の拡充を図り、文化及びスポーツの発展に寄与するため、この協

定の定めるところにより相互利用を実施するものとする。 

 （相互利用施設の範囲） 

第２条 相互利用を実施する公の施設（以下「相互利用施設」という。）は、別表に掲げるとお

りとする。 

 （相互利用の対象者） 

第３条 相互利用をすることができるもの（以下「対象者」という。）は、関係市町村等に住所

を有する個人及び関係市町村等に所在地を有する団体とする。 

 （相互利用の取扱い） 

第４条 関係市町村等は、対象者が相互利用をする場合においては、相互利用施設を設置する

市町村等が定める当該相互利用施設に関する条例、規則その他の規程（使用料等の減額又は

免除に関する事項を除く。）を適用するものとする。 

２ 対象者が相互利用施設を利用する際の使用料等は、当該相互利用施設を設置する市町村等

の住民又は団体と同じものとする。 

 （費用負担） 

第５条 相互利用の実施のため要する相互利用施設の運営、管理等に係る費用は、当該相互利

用施設を設置する市町村等が負担する。 

 （変更手続） 

第６条 この協定の変更は、関係市町村等が協議の上、行うものとする。 

 （連絡会議） 

第７条 この事業の円滑な実施を図るため、関係市町村等の公の施設の相互利用担当課長で構
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成する連絡会議を設置する。 

２ 連絡会議は、この協定に定めるもののほか、必要な事項について協議を行うものとする。 

３ 連絡会議の事務局は、三条市に置く。 

 （協定の発効等） 

第８条 この協定は、締結の日から効力を生じるものとする。この協定の発効をもって、平成

22年７月２日締結の三条市、燕市、田上町及び弥彦村並びに新潟県三条・燕総合グラウンド

施設組合の公の施設の相互利用に関する協定は廃止する。 

 

 

 この協定の締結を証するため、本書６通を作成し、関係市町村等がそれぞれ記名押印の上、

各自１通を保有するものとする。 

 

  令和 年 月 日 

 

 

三条市長   國 定 勇 人 

 

 

燕市長    鈴 木   力 

 

 

加茂市長   藤 田 明 美 

 

 

田上町長   佐 野 恒 雄 

 

 

弥彦村長   小 林 豊 彦 

 

 

             新潟県三条・燕総合グラウンド施設組合 

               管理者 燕市長  鈴 木   力 
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別表（第２条関係） 

団体名 施設名 所  在  地 

三条市 三条市厚生福祉会館 三条市旭町二丁目６番11号 

 大崎山公園テニスコート 三条市東大崎4024番地２ 

 六ノ町河川緑地テニスコート 三条市本町六丁目15番10号 

 三条市総合運動公園 三条市月岡四丁目36番１号 

 三条市民プール 三条市南四日町四丁目８番40号 

 三条市栄体育館 三条市新堀2113番地 

 三条市大面体育館 三条市北潟１番地 

 三条市下田体育館 三条市笹岡77番地 

 ウェルネスしただ 三条市飯田1029番地１ 

 三条市グリーンスポーツセンター 三条市柳沢1572番地 

 三条市塚野目野球場 三条市塚野目2350番地 

 三条市栄野球場 三条市岡野新田528番地 

 三条市下田野球場 三条市曲谷25番地１ 

 三条市直江テニスコート 三条市直江町四丁目2023番 

 三条市体育文化会館 三条市荒町二丁目１番３号 

 三条市総合福祉センター多目的ホール 三条市東本成寺２番１号 

 三条市中央公民館 三条市元町13番１号 

 三条市三条東公民館 三条市興野一丁目13番70号 

 三条市立図書館 三条市元町１番６号 

 三条市立図書館栄分館 三条市新堀1311番地 

 三条市立図書館下田分館 三条市荻堀1144番地１ 

 三条市立図書館嵐南公民館分室 三条市南四日町二丁目10番３号 

 三条市立図書館漢学の里分室 三条市庭月434番地１ 

燕市 燕市体育センター 燕市大曲3015番地 

 燕市スポーツパーク 燕市南７丁目９番40号 

 つばくろ運動広場 燕市横田13686番地 

 スポーツランド燕 燕市小牧837番地１ 

 燕市吉田トレーニングセンター 燕市吉田本所153番地１ 

 燕市吉田総合体育館 燕市吉田本所176番地１ 

 燕市吉田総合グラウンド 燕市吉田本所169番地１ 

 燕市吉田第１野球場 燕市吉田本所193番地１ 

 燕市吉田第２野球場 燕市吉田本所190番地１ 
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 燕市吉田テニスコート 燕市吉田本所188番地１ 

 燕市分水総合体育館 燕市分水向陽１番２号 

 燕市分水テニスコート 燕市分水向陽１番４号 

 サンスポーツランド分水 燕市分水あけぼの１丁目１番地67 

 燕市分水多目的屋内運動場 燕市分水あけぼの１丁目１番地70 

 燕市文化会館 燕市水道町１丁目３番28号 

 燕市燕勤労者総合福祉センター 燕市大曲3015番地 

 燕市吉田産業会館 燕市吉田東栄町14番12号 

 燕市中央公民館 燕市水道町１丁目３番28号 

 燕市吉田公民館 燕市吉田大保町22番１号 

 燕市分水公民館 燕市分水新町２丁目５番１号 

 燕市立図書館 燕市白山町１丁目２番10号 

 燕市立吉田図書館 燕市吉田大保町22番１号 

 燕市立分水図書館 燕市分水新町２丁目５番１号 

加茂市 加茂市陸上競技場 加茂市大字狭口甲1057番地１ 

 加茂市温水プール 加茂市神明町１丁目10番１号 

 加茂市市民プール 加茂市大字狭口甲1082番地１ 

 加茂市子供プール 加茂市大字狭口甲1082番地２ 

 加茂市川西野球場 加茂市大字加茂新田3173番地 

 加茂市七谷野球場 加茂市大字長谷657番地 

 加茂市庭球場 加茂市大字狭口甲1159番地３ 

 加茂市七谷庭球場 加茂市大字長谷588番地１ 

 加茂市下条体育センター 加茂市中村６番14号 

 加茂市サッカー場 加茂市大字加茂新田5062番地 

 加茂市市民体育館 加茂市大字加茂229番地１ 

 加茂勤労者体育センター 加茂市大字狭口甲1082番地４ 

 加茂文化会館 加茂市幸町２丁目３番５号 

 加茂市公民館 加茂市大字加茂229番地１ 

 加茂市公民館須田分館 加茂市大字後須田701番地１ 

 加茂市立図書館 加茂市神明町２丁目６番29号 

田上町 田上町民体育館 田上町大字原ヶ崎新田2700番地 

 田上町営羽生田野球場 田上町大字羽生田乙912番地 

 田上町総合公園ＹＯＵ・遊ランド 田上町大字羽生田乙851番地６ 

 田上町交流会館 田上町大字原ヶ崎新田3072番地 
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弥彦村 弥彦体育館 弥彦村大字上泉1753番地１ 

 サン・ビレッジ弥彦 弥彦村大字麓3134番地３ 

 村民総合運動場 弥彦村大字矢作4877番地 

 大戸企業団地多目的運動広場 弥彦村大字大戸635番地４ 

 弥彦村総合コミュニティセンター 弥彦村大字上泉1753番地 

 弥彦村公民館図書室 弥彦村大字弥彦2487番地１ 

新潟県三条・

燕総合グラウ

ンド施設組合 

新潟県三条・燕総合グラウンド 三条市上須頃地内 
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